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本訴原告・反訴被告訴訟代理人弁護士

本訴被告準備書面 (5)な い し (9)に対す る認否

総括

従前の本訴原告の主張に反する事実は否認 し,法的効果は争 う。

原告・被告間のできごとと無関係な事実については認否を要 しない。

特任教員の任用手続

被告準備書面 (6)の 主張は前訴の蒸 し返 しであるところ,前訴では 7名 に

よる組織的なパワハラは認定 されていない。

神 田知宏

:鯵

第 1

1

第 2 本訴原告の主張

1 真実性立証の対象

本訴被告は,真実性立証の対象が以下の①～③の 3つの事実であることにつ

いて争っていない (被告準備書面 (8)P15～ P16)。

…
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その うえで,「 7名 の故意による共同不要行為が成立することな どを立証 し

ている」 と主張 している (同 P16).

① 2003年 2月 ころの,樋 口・北村による担当科 目の不開講

② 2005年 5月 ころ,二官が被告宛の郵便物を開封 した事実

③ 2012年 ころの,井形・池島の行為 (前件訴訟 )

したがって,①～③の真実性立証,お よび,こ れ らの事実を基礎 とす る 「7

名による組織的パ ワハラ」の真実性が本件における中心論点である。

2 パ ワハラの定義

本訴被告はパ ワハラの定義について,厚労省の定義ではなく「被告の提案を

採択 され るべきである」 とす るところ (被告準備書面 (5)P4),名 誉権侵

害該当性については,一般読者の普通の注意 と読み方により判断 されることか

ら,厚労省の定義が一般読者の普通の注意 と読み方である。

3 7名 による組織的パワハラ

本訴原告は,本訴原告における 「7名 による組織的パ ワハ ラ」が反真実であ

ると主張 した。

この点につき本訴被告は,「組織的にパ ワハラをしている原告は 4層 の 1つ」

「7名 のグループを指す」 (被告準備書面 (5)P3)「 7名 を故意 による共

同不法行為者 と被告は位置付 けている」 とす るが (同 P4),「 7名 が関与 し

ているとい うことではない」 としているため援用する (被告準備書面 (6)P

19)。

そ うすると,上記①～③が 7名 による共同不法行為 とい うには,客観的関連

共同が必要 となるところ,いずれ も 7名 による客観的関連共同の事実はない。

本訴被告は,前件訴訟が組織的パ ワハラを認定 した と主張するが (準備書面

(8)P17), 7名 による組織的パワハラを認定 した事実はない (甲 2)。

本訴被告は, 7名 による組織的パ ワハラが認定 されていると読むか,認定 さ

れていない と読むかは,「原告大学の意識の問題である」とも主張 してお り (同
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P18),や は り判決では明示 されていない。

4 議事録の閲覧

本訴被告は,「学部長が許可 した者 しか教授会議事録 を閲覧することはでき

ず,謄写は許可 されていない」が虚偽だ と主張す るため正確を期 して記す と,

「学部教授会メンバー以外は」「学部長が許可 した者 しか教授会議事録を閲覧

す ることはできず,謄写は許可 されていない」 となる。

5 対抗言論の法理

本訴被告は,「対抗言論の法理が適用 される場面はあ り得 ると解 されている」

と主張するが,最判平成 22年 3月 15日 の調査官解説では,最高裁は対抗言

論の法理を採用 していない, と説明されている。

その うえで,「インターネ ッ ト上に載せた情報は,不特定多数のインターネ

ッ ト利用者が瞬時に閲覧可能であ り,こ れによる名誉毀損の被害は時 として深

刻なものとな り得 ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,イ ンタ

ーネ ット上での反論によつて十分にその回復が図 られ る保証があるわけでもな

い」 と判示 している。

6 裁判情報 と従業員個人のプライバシー

本訴被告は,裁判は公開されているため従業員個人の情報公開も違法ではな

い と主張する。

本訴原告は,業務遂行権侵害をも主張するところ,業務遂行権は従業員の人

格権を取 り込んだ概念である。そ して,東京地裁平成 13年 10月 5日 判決は ,

「別件訴訟が公開の法廷で行われ、訴訟記録の閲覧が制度上認められているか

らといって、本件記事の内容が当時一般の人々に知 られていた とは認められな

い し、夫婦内部の トラブルにおける一方の言動は、他方にとつても他人に知 ら

れた くない私生活上の事実である。」「よつて、被告が本件記事によ りこれ ら

の事実を報道 したことは、原告のプライバシー (私生活上の事柄をみだ りに公

表 されない とい う法的利益)を侵害するものである。」 と判示 し,裁判記録か
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ら写し取つた事実の報道によるプライバシー侵害を認定している。

ゆえに, 国頭弁論と訴訟記録が公開されているからといつて,従業員個人の

住所など,何もかも公開してよいというものではない。

また,単に写真がネットで閲覧できることと,同人の写真に「組織的パワハ

ラをした人物」との注意書きを副えて閲覧させることとは,情報の質が異なる

ことは自明である。

違法性阻却事由

真実性立証の対象は「7名 による組織的パワハラ」との事実であり,具体的

には上記①～③の事実だが,いずれも 7名 による組織的行為ではなく (③につ

いては甲2,②については乙 12,① については甲 3の 1),反真実である。

また,①～③は,本訴被告の個人的な話題,ないし私学内のできごとであっ

て,公共の利害に関する事実ではない。

以 上

-4-


